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請求する前にもう一度チェックしましょう！（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション） 
 チェック１    チェック２    チェック３    チェック４    チェック５  
 通所リハビリ事業所におけ
る利用者の１月当たりの平

均延人員が９００人を超えて

いる場合に、通所リハビリ費

を減算して報酬請求してい

ますか。 

   利用者のやむを得ない事
情により２時間以上３時間

未満の通所リハビリを行っ

た場合は、報酬を減算して

請求していますか。 

   医療系施設や短期療養介
護の退所日に行った通所リ

ハビリ及び介護予防通所リ

ハビリについて報酬請求し

ていませんか。 

   延長加算は所定の通所リ
ハビリと延長サービスを通

算した時間が８時間以上と

なった場合にのみ請求して

いますか。 

   短期集中リハビリテーショ
ン実施加算で、定められた

実施回数、時間等の算定

要件に適合していないの

に、算定していませんか。 

 

 前年度の１月当たりの平均
利用延人員（前年度実績が

６月未満の事業所等は別に

定められた計算方法により

算出した人員数）が９００人

を超える大規模事業所の場

合には、通所リハビリの所

定単位数を１００分の９０に

減算して算定します。 

   通所リハビリは３時間以上
のサービス提供が原則で

すが、利用者の心身の状況

等により２時間以上３時間

未満のサービス提供を提供

する場合には、３時間以上

４時間未満の所定単位数の

１００分の７０に減算して算

定します。 

   医療系施設や短期入所療
養介護においても機能訓練

やリハビリを行えることか

ら、退所日に通所リハビリ

及び介護予防通所リハビリ

は算定できません。なお、

入所日においても機械的に

サービスをプランに組み込

むことは適切ではありませ

ん。 

   延長加算は通所リハビリの
所要時間と延長サービスの

所要時間を通算時間が８時

間以上の場合、１時間ごと

に算定します。例えば、７時

間の通所リハビリの後に２

時間の延長サービスを行っ

た場合、１時間分の延長加

算が算定できます。 

   正当な理由なく、要件に適
合していない場合、当該加

算は算定できません。①利

用者の体調悪化等やむを

得ない場合②総合的なア

セスメントの結果、適切な

マネジメントに基づき、利

用者の同意を得ている場

合は、その週の実施日は

算定できます。 

 

                   
 チェック６    チェック７    チェック８    チェック９    チェック１０  
 リハビリテーションマネジメ
ント加算を算定していない

のに短期集中リハビリテー

ション実施加算を算定してい

ませんか。 

   通所リハビリ事業所が老人
保健施設である場合、利用

者の居宅を訪問していない

にもかかわらず、通所リハビ

リテーション計画作成等加算

を算定していませんか。 

   入浴介助の際、利用者に対
し、必要に応じて介助、転

倒防止のための声かけ、気

分の確認等を行うことなし

に入浴介助加算を算定して

いませんか。 

   他の指定介護予防通所リ
ハビリを受けている利用者

に対して、サービスを提供

し、介護予防通所リハビリ

の報酬請求をしていません

か。 

   介護予防通所リハビリにお
いて、月途中のサービス開

始又はサービス終了の場

合に日割り計算をしていま

せんか？ 

 

 短期集中リハビリテーション
実施加算を算定するには、

リハビリテーションマネジメ

ント加算を算定していること

が前提となります。 

   老人保健施設における通
所リハビリおいて、医師又

は医師の指示を受けた理

学療法士等が利用者の居

宅を訪問し、通所リハビリテ

ーション計画の作成及び見

直しを行った場合に、１月に

１度を限度として当該加算

を算定できます。 

   入浴介助加算は入浴中の
利用者の観察を含む介助

を行う場合に算定できま

す。「観察」とはいわゆる見

守りのことで、極力利用者

自身の力で入浴し、必要に

応じて介助、転倒防止のた

めの声かけ、気分の確認を

行う必要があります。 

   利用者が一つの指定介護
予防通所リハビリ事業所に

おいてサービス提供を受け

ている間は、当該事業所以

外の事業所で介護予防通

所リハビリの報酬請求をす

ることはできません。 

   日割り計算をするのは①
要介護から要支援に変った

場合②要支援から要介護

に変った場合③同一保険

者内での転居等により事業

所を変更した場合及び要支

援区分が変わった場合で

す。 

 

 



 

 

○加算（通所リハビリテーション） 

①延長加算 

６時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後にサービ

スを行った場合であって、通算した時間が８時間以上となる場合。 
 総所要時間が８時間以上９時間未満の場合  ５０単位 
 総所要時間が９時間以上１０時間未満の場合 １００単位 
 

⑤栄養マネジメント

加算 
（１回１００単位、 
月２回を限度） 

管理栄養士を１名以上配置し、管理栄養士、看護職員、介護職員、

生活相談員その他の職種の者が共同して低栄養状態にある者等に

対して栄養ケア計画を作成し、この計画に基づき栄養改善サービス

の実施や記録、評価、計画の見直し等を行った場合。 
 

②入浴介助加算 
（１日５０単位） 

入浴中の利用者を見守り、必要に応じて介助、転倒予防のための

声かけ、気分の確認などを行った場合。 
自立支援の観点から極力利用者自身の力で入浴し、結果的に直接

介助を行わなかった場合も算定可能。 
 

⑥口腔機能向上加

算 
(１回１００単位、 
月２回を限度） 

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置し、言語

聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者が共同して口腔機能の低下している者等に対して口腔機

能改善管理指導計画を作成し、この計画に基づき口腔機能向上サ

ービスの実施や記録、評価、計画の見直し等を行った場合。 
 

③通所リハビリ 
計画作成・見直し

に関する加算 
（１回５５０単位、 
月１回を限度） 

事業所が介護老人保健施設である場合に、医師又は医師の指示

を受けた理学療法士、作業療法士が利用者の居宅を訪問し、診察、

運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画

の作成及び見直しを行った場合。 
 

⑦リハビリテー

ションマネジメント

加算（１日２０単位） 

個別リハビリテーション実施計画の策定等の一連のリハビリテー

ションプロセスを実施するとともに、介護支援専門員を通して、居

宅サービスを担う他の事業所に対して日常生活上の留意点、介護

の工夫等の情報の伝達を行うなど多職種協働の推進を行った場

合。 

④若年性認知症

ケア加算 
（１日６０単位） 

若年性認知症の利用者を対象に、一般の利用者とサービス提供

単位を区分して利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した

場合。 

⑧短期集中リハビ

リテーション実施

加算 

集中的にリハビリテーションを行った場合。 

退院（所）日又は認定日から起算して１月以内の場合１８０単位 

１月超３月以内の場合１３０単位 

３月を超える場合  ８０単位 

①リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提。 

②３月以内：概ね１週に２日以上、個別リハビリ１日４０分以上 

 ３月超  ：個別リハビリ１日２０分以上 

 

 
○ 加算（介護予防通所リハビリテーション） 

①運動器機能向上加

算 
 （１月２２５単位） 

理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が共同して利用

者の運動器機能向上に係る個別の計画を作成し、これに基づく適

切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプ

ロセスを実施した場合。  

③口腔機能向上加

算 
（１月１００単位） 

口腔機能の低下している者などに対し、歯科衛生士等が看護職

員、介護職員等と共同して口腔機能改善のための計画を作成し、こ

れに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し

等の一連のプロセスを実施した場合。 

②栄養改善加算 
（１月１００単位） 

低栄養状態にある者などに対し、管理栄養士等が看護職員、介

護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切なサ

ービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセス

を実施した場合。 

④事業所評価加算 
  （１月１００単位） 

①から③の加算の対象となる事業所について、評価対象となる

期間（原則、各年１月～１２月）に利用者の要支援状態の維持・改善

の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の満了日の

属する年度の翌年度に限り算定する。 
 


